
納品検収の手続き（フロー） 

発生源 
（教員） 

納品業者等 

事務 

①発注 受注 

財源課担当職員 納品検収センター職員 

納品or役務提供 
＋納品書等発行 

支払処理へ 

③(a)または(b)の 
  事実検査を受ける（※） 
    (b)の場合には納品検収センターに 
    物品等と納品書等を持参または連絡 

⑤検査後、 
 納品書等を送付 

（※）事実検査担当者 
 
・健康科学イノベーションセンター、植物園、梅田
サテライト、文化交流センター等においてはそ
れぞれの職員が実施可 

 
・予定価格が５０万円以上（外部資金を財源とする
場合にあっては１００万円以上）の特殊な役務
の場合には財源課の検査職員(課長等)または
検査職員を直接補助する職員(係長等)が実施
する 

 

納品書 
   等 

(a)事実 
   検査 

(b)事実 
   検査 

②受領 

④内容 
   検査 

納品書  
   等 

【凡例】 
      ・先に内容検査を行う場合 
      ・先に事実検査を行う場合 


